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令
第
一
号 

電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
電
子
委
任
状
の

普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
五
条
第
二
項
（
同
法
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
子
委
任
状
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
五
年
一
月
十
六
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務
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松
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電
子
委
任
状
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令 

電
子
委
任
状
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年 

 
 

 
 

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
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様
式

第
１

（
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３
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第
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び
第
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条

関
係

）
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定

（
更

新
）

申
請

書
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１
・

２
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］

 

３
 

電
子

委
任

状
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普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

５
条

第
２

項
第

３
号

イ
か

ら
ヘ

ま
で
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掲

げ
る

場
合

に
該

当
す

る
か

非
該

当
で

あ
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か
の
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イ

・
ロ
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ハ
 

電
気

通
信
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法
第
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を
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備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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附 

則 

 

こ
の
命
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
六
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す

る
。 


